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１【ファンドの運用状況】

ＳＢＩ 日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ 日本株トリプル・ブル）

（１）【投資状況】

 

  平成23年４月15日現在

資産の種類 国名
時価合計
（円）

投資比率
（％）

国債証券 日本 349,917,800 54.68

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 290,058,453 45.32

合計（純資産総額） － 639,976,253 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

その他の資産の投資状況

  平成23年４月15日現在

資産の種類 国名
時価合計
（円）

投資比率
（％）

株価指数先物取引（買建） 日本 1,940,680,000303.24

合計 － 1,940,680,000303.24

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（注）株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最

終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に

準ずる方法で評価しています。

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成23年４月15日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移

は次の通りです。

 

年　月　日
純資産総額
（円）

１万口あたり純資産額
（円）

平成22年８月末日 64,447,870 9,034

平成22年９月末日 134,244,713 10,956

平成22年10月末日 153,541,782 10,288

平成22年11月末日 175,727,384 12,925

平成22年12月末日 286,100,103 13,964

平成23年１月末日 451,759,424 13,971

平成23年２月末日 423,146,722 15,574

平成23年３月末日 753,439,678 11,493

平成23年４月15日 639,976,253 10,767

（注）表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

 

②【分配の推移】

　該当事項はありません。

 

③【収益率の推移】

 

期　　　間
収益率
（％）

第１計算期間（中間期）
自　平成22年８月17日　至　平成23年２月16日

63.67

収益率は以下の数式により算出しております。
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収益率（％）＝｛（計算期間末の基準価額－前計算期間末の基準価額）／前計算期間末の基準価額｝×100

なお、第１計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。

 

ＳＢＩ 日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ 日本株トリプル・ベア）

（１）投資状況

 

  平成23年４月15日現在

資産の種類 国名
時価合計
（円）

投資比率
（％）

国債証券 日本 249,927,800 54.09

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 212,103,373 45.91

合計（純資産総額） － 462,031,173 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

その他の資産の投資状況

  平成23年４月15日現在

資産の種類 国名
時価合計
（円）

投資比率
（％）

株価指数先物取引（売建） 日本 1,357,520,000△293.82

合計 － 1,357,520,000△293.82

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（注）株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最

終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に

準ずる方法で評価しています。
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（２）運用実績

①　純資産の推移

年　月　日 純資産総額（円） １万口あたり純資産額（円）

平成22年８月末日 87,042,303 10,712

平成22年９月末日 282,354,673 8,557

平成22年10月末日 321,248,287 8,916

平成22年11月末日 427,372,546 6,894

平成22年12月末日 296,019,389 6,283

平成23年１月末日 240,009,792 6,181

平成23年２月末日 272,272,189 5,468

平成23年３月末日 311,778,651 6,167

平成23年４月15日 462,031,173 6,518

（注）表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

 

②　分配の推移

　該当事項はありません。

 

③　収益率の推移

 

期　　　間
収益率
（％）

第１計算期間（中間期）
自　平成22年８月17日　至　平成23年２月16日

△47.63

収益率は以下の数式により算出しております。

収益率（％）＝｛（計算期間末の基準価額－前計算期間末の基準価額）／前計算期間末の基準価額｝×100

なお、第１計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。
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２【設定及び解約の実績】

ＳＢＩ 日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ 日本株トリプル・ブル）

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。

期　　　間
設定数量
（口）

解約数量
（口）

発行済み数量
（口）

第１計算期間（中間期）
自　平成22年８月17日
至　平成23年２月16日

910,376,357632,154,480278,221,877

（注）本邦外における販売、解約の実績はありません。

第１計算期間の設定数量には当初設定数量10,000,000口を含みます。

 

ＳＢＩ 日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ 日本株トリプル・ベア）

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。

期　　　間
設定数量
（口）

解約数量
（口）

発行済み数量
（口）

第１計算期間（中間期）
自　平成22年８月17日
至　平成23年２月16日

1,477,845,590958,575,208519,270,382

（注）本邦外における販売、解約の実績はありません。

第１計算期間の設定数量には当初設定数量10,000,000口を含みます。
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３【ファンドの経理状況】

 

ＳＢＩ 日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ 日本株トリプル・ブル）

 

1)　　本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号）並びに、同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

2)　　本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間（平成22年8月17日か

ら平成23年2月16日まで）の中間財務諸表について、三響監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表
【ＳＢＩ　日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ　日本株トリプル・ブル）】
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第１期中間計算期間
〔平成23年２月16日現在〕

資産の部

流動資産

金銭信託 414,880

コール・ローン 461,639,299

派生商品評価勘定 26,901,880

未収利息 632

差入委託証拠金 21,380,000

流動資産合計 510,336,691

資産合計 510,336,691

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 4,410

未払解約金 53,365,858

未払受託者報酬 35,527

未払委託者報酬 1,065,649

その他未払費用 492,240

流動負債合計 54,963,684

負債合計 54,963,684

純資産の部

元本等

元本 278,221,877

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 177,151,130

元本等合計 455,373,007

純資産合計 455,373,007

負債純資産合計 510,336,691
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第１期中間計算期間
自　平成22年８月17日
至　平成23年２月16日

営業収益

受取利息 55,239

派生商品取引等損益 132,694,196

その他収益 174,772

営業収益合計 132,924,207

営業費用

受託者報酬 35,527

委託者報酬 1,065,649

その他費用 492,240

営業費用合計 1,593,416

営業利益又は営業損失（△） 131,330,791

経常利益又は経常損失（△） 131,330,791

中間純利益又は中間純損失（△） 131,330,791

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

78,884,611

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 270,232,685

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

270,232,685

剰余金減少額又は欠損金増加額 145,527,735

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

145,527,735

中間剰余金又は中間欠損金（△） 177,151,130
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期 別

 

項 目

第1期中間計算期間

自 平成22年8月17日

至 平成23年2月16日

１．デリバティブの評価基準及び評価方法 先物取引

個別法に基づき、原則として主たる取引所の発表する計算日

の清算値段等によっております。

 
（中間貸借対照表に関する注記）

期　　別

項　　目

第1期中間計算期間

〔平成23年2月16日現在〕

１．中間計算期間の末日における受益権の総数
278,221,877口

２．中間計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額

１口当たり純資産額

　（１万口当たり純資産額）

 

1.6367円

（16,367円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期中間計算期間（自 平成22年8月17日　至 平成23年2月16日）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第1期中間計算期間

自 平成22年8月17日

至 平成23年2月16日

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

2.時価の算定方法

①派生商品評価勘定

(その他の注記)の3.デリバティブ取引関係に記載しております。

②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の

算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該

金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

 

（その他の注記）

１．元本の移動

期 別

項 目

第1期中間計算期間

〔平成23年2月16日現在〕

期首元本額

期中追加設定元本額

期中一部解約元本額

10,000,000円

900,376,357円

632,154,480円
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２．有価証券関係

第1期中間計算期間（平成23年2月16日現在）

該当事項はありません。

 

３．デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

区分 種類

〔平成23年2月16日現在〕

契約額等
時価 評価損益

 うち１年超

市場取引 株価指数先物取引

　買建

　　大証日経平均株価指数先物

 

 

1,387,820,000円

 

 

―

 

 

1,414,800,000円

 

 

26,897,470円

合計 1,387,820,000円 ― 1,414,800,000円 26,897,470円

（注）１．時価の算定方法は、個別法に基づき、原則として主たる取引所の発表する計算日の清算値段等によっております。

　　　２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

　　　３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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ＳＢＩ 日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ 日本株トリプル・ベア）

 

1)　　本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号）並びに、同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

2)　　本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間（平成22年8月17日か

ら平成23年2月16日まで）の中間財務諸表について、三響監査法人による中間監査を受けております。
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【ＳＢＩ　日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ　日本株トリプル・ベア）】
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第１期中間計算期間
〔平成23年２月16日現在〕

資産の部

流動資産

コール・ローン 255,360,701

未収利息 349

差入委託証拠金 37,730,000

流動資産合計 293,091,050

資産合計 293,091,050

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 16,991,030

未払解約金 2,445,353

未払受託者報酬 39,658

未払委託者報酬 1,189,764

その他未払費用 492,240

流動負債合計 21,158,045

負債合計 21,158,045

純資産の部

元本等

元本 519,270,382

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △247,337,377

元本等合計 271,933,005

純資産合計 271,933,005

負債純資産合計 293,091,050
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第１期中間計算期間
自　平成22年８月17日
至　平成23年２月16日

営業収益

受取利息 59,561

派生商品取引等損益 △150,065,316

その他収益 66,016

営業収益合計 △149,939,739

営業費用

受託者報酬 39,658

委託者報酬 1,189,764

その他費用 492,240

営業費用合計 1,721,662

営業利益又は営業損失（△） △151,661,401

経常利益又は経常損失（△） △151,661,401

中間純利益又は中間純損失（△） △151,661,401

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△86,607,116

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 222,600,326

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

222,600,326

剰余金減少額又は欠損金増加額 404,883,418

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

404,883,418

中間剰余金又は中間欠損金（△） △247,337,377
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期 別

 

項 目

第1期中間計算期間

自 平成22年8月17日

至 平成23年2月16日

１．デリバティブの評価基準及び評価方法 先物取引

個別法に基づき、原則として主たる取引所の発表する計算日の

清算値段等によっております。

 
（中間貸借対照表に関する注記）

期　　別

項　　目

第1期中間計算期間

〔平成23年2月16日現在〕

１．中間計算期間の末日における受益権の総数
519,270,382口

２．中間計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額

１口当たり純資産額

　（１万口当たり純資産額）

 

0.5237円

（5,237円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期中間計算期間（自 平成22年8月17日　至 平成23年2月16日）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第1期中間計算期間

自 平成22年8月17日

至 平成23年2月16日

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

2.時価の算定方法

①派生商品評価勘定

(その他の注記)の3.デリバティブ取引関係に記載しております。

②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の

算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該

金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

 

（その他の注記）

１．元本の移動

期 別

項 目

第1期中間計算期間

〔平成23年2月16日現在〕

期首元本額

期中追加設定元本額

期中一部解約元本額

10,000,000円

1,467,845,590円

958,575,208円
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２．有価証券関係

第1期中間計算期間（平成23年2月16日現在）

該当事項はありません。

 

３．デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

区分 種類

〔平成23年2月16日現在〕

契約額等
時価 評価損益

 うち１年超

市場取引 株価指数先物取引

　売建

　　大証日経平均株価指数先物

 

 

857,860,000円

 

 

―

 

 

874,800,000円

 

 

△16,991,030円

合計 857,860,000円 ― 874,800,000円 △16,991,030円

（注）１．時価の算定方法は、個別法に基づき、原則として主たる取引所の発表する計算日の清算値段等によっております。

　　　２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

　　　３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

(ⅰ)　資本金の額(平成23年5月16日現在)

委託会社の資本金の額は金4億20万円です。

(ⅱ)　発行する株式の総数

委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。

(ⅲ)　発行済株式の総数

委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。

(iv)　最近5年間における主な資本金の額の増減

該当事項はありません。

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定

を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行ってい

ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

 

平成23年4月15日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（マザーファンドは除きます）は以下の通り

です。

 

  (平成23年4月15日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 15 35,605

単位型株式投資信託 5 7,578

 

（３）【その他】

①　委託会社に関し、営業譲渡及び営業譲受、出資の状況その他の重要な事項の変更は予定されておりませ

ん。

②　提出日１年以内において、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼ

すことが予想される事実は存在しておりません。
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５【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社であるＳＢＩアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第２条の規定に

基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しておりま

す。

なお、前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令

第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８

月６日内閣府令第52号）に基づき作成されております。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成

22年３月31日）並びに当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）の中間財務諸表につい

て、優成監査法人により監査及び中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

 

区分
注記
番号

第23期 第24期

(平成21年３月31日現在) (平成22年３月31日現在)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(資産の部)      

Ⅰ．流動資産      

　　預金  634,264 628,350 

　　前払費用  1,406  1,461  

　　未収入金  25,000  ―  

　　未収委託者報酬  67,337  109,780 

　　未収運用受託報酬  3,411  2,653  

　　未収投資顧問料 *２ 25,068  20,084 

　　未収還付消費税等  2,162  ―  

　　その他  2  303  

　　流動資産合計  758,65279.0 762,63477.5

Ⅱ．固定資産      

　　有形固定資産      

　　　器具備品 *１ 2,631  1,873  

　　有形固定資産合計  2,6310.3 1,8730.2

　　無形固定資産      

　　　電話加入権  67  67  

　　　その他  1,629  1,900  

　　無形固定資産合計  1,6960.2 1,9670.2

　　投資その他の資産      

　　　投資有価証券  110,469 100,288 

　　　関係会社株式  60,000  90,000 

　　　長期差入保証金 *２ 26,819  26,819 

　　　長期未収入金  450  225  

　　投資その他の資産合計  197,73820.5 217,33222.1

　　固定資産合計  202,06521.0 221,17422.5

　資産合計  960,718100.0 983,808100.0
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区分
注記
番号

第23期 第24期

(平成21年３月31日現在) (平成22年３月31日現在)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(負債の部)      

Ⅰ．流動負債      

　　預り金  24  819  

　　未払金 *２ 53,391  78,937  

　　(未払手数料)  (38,596) (63,326) 

　　未払法人税等  735  1,017  

　　未払消費税等  ―  3,026  

　　流動負債合計  54,1515.6 83,8018.5

Ⅱ．固定負債      

　　繰延税金負債  3,531  ―  

　　固定負債合計  3,5310.4 ―  

　負債合計  57,6836.0 83,8018.5

(純資産の部)      

Ⅰ．株主資本      

　１　資本金  400,20041.7 400,20040.7

　２　利益剰余金      

　　　その他利益剰余金  497,686 501,232 

　　　　繰越利益剰余金  497,686 501,232 

　　　利益剰余金合計  497,68651.8 501,23251.0

　　　株主資本合計  897,88693.5 901,432 

Ⅱ. 評価・換算差額等      

　　　その他有価証券評価差額金  5,148  △1,425  

　　　評価・換算差額等合計  5,1480.5 △1,425△0.2

　純資産合計  903,03494.0 900,00791.5

　負債・純資産合計  960,718100.0 983,808100.0
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（２）【損益計算書】

区分
注記
番号

第23期 第24期

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

内訳
金額
（千円）

百分比
(％)

内訳
金額
（千円）

百分比
(％)

Ⅰ　営業収益        

　　　委託者報酬  691,720   648,482   

　　　運用受託報酬  23,929   17,796   

　　　投資顧問料  127,543843,194100.0 97,964 764,243100.0

Ⅱ　営業費用        

　　　支払手数料 *１ 485,126   437,202   

　　　広告宣伝費  6,216   846   

　　　調査費  15,975   14,552   

　　　(調査費)  (15,975)   (14,552)   

　　　委託計算費  51,348   63,984   

　　　営業雑経費  30,689   20,673   

　　　(通信費)  (1,480)   (1,296)   

　　　(印刷費)  (27,506)   (17,461)   

　　　(協会費)  (991)   (1,297)   

　　　(諸会費)  (454)   (512)   

　　　(その他営業雑経費)  (256)589,35569.9 (107) 537,25970.3

Ⅲ　一般管理費        

　　　給料  164,644   148,513   

　　　(役員報酬)  (21,000)   (21,350)   

　　　(給料・手当)  (143,644)   (127,163)   

　　　交際費  1,951   445   

　　　旅費交通費  10,350   6,237   

　　　福利厚生費  16,776   15,113   

　　　租税公課  2,856   2,230   

　　　不動産賃借料  26,765   26,765   

　　　器具備品賃借料  856   805   

　　　消耗品費  2,515   1,638   

　　　事務委託費  15,874   8,924   

　　　退職給付費用  6,011   5,688   

　　　固定資産減価償却費  1,552   1,271   

　　　諸経費  5,445 255,60030.3 5,830 223,46529.2

　営業利益又は営業損失（△）   △1,761△0.2  3,5180.5

Ⅳ　営業外収益        

　　　受取利息  1,560   194   

　　　団体定期保険配当金  ―   285   

　　　雑収入  5 1,5660.2 465 945 0.1

Ⅴ　営業外費用        

　　　雑損失  ― ― ―
△0.0

75 75 0.0

　経常利益又は経常損失（△）   △194  4,3890.6

Ⅵ　特別損失        

　　　固定資産除却損  ― ― ― 553 553 0.1

　税引前当期純利益又は税引前当期
純損失（△）

  △194△0.0  3,8360.5

法人税、住民税及び事業税   602 0.1  290 0.0

　当期純利益又は当期純損失（△）   △797△0.1  3,5460.5
        
        

 

 

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

20/51



（３）【株主資本等変動計算書】 

  （単位：千円）

 第23期
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

第24期
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

株主資本   

　資本金   

　　前期末残高 400,200 400,200

　　当期変動額   

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 400,200 400,200

　利益剰余金   

　　その他利益剰余金   

　　　繰越利益剰余金   

　　　　前期末残高 498,483 497,686

　　　　当期変動額   

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） △797 3,546

　　　　　当期変動額合計 △797 3,546

　　　　当期末残高 497,686 501,232

　利益剰余金合計   

　　前期末残高 498,483 497,686

　　当期変動額   

　　　当期純利益又は当期純損失（△） △797 3,546

　　　当期変動額合計 △797 3,546

　　当期末残高 497,686 501,232

　株主資本合計   

　　前期末残高 898,683 897,886

　　当期変動額   

　　　当期純利益又は当期純損失（△） △797 3,546

　　　当期変動額合計 △797 3,546

　　当期末残高 897,886 901,432

評価・換算差額等   

　その他有価証券評価差額金   

　　前期末残高 ― 5,148

　　当期変動額  △6,573

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,148 △6,573

　　　当期変動額合計 5,148 △6,573

　　当期末残高 5,148 △1,425

　評価・換算差額等合計   

　　前期末残高 ― 5,148

　　当期変動額  △6,573

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,148 △6,573

　　　当期変動額合計 5,148 △6,573
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　　当期末残高 5,148 △1,425

純資産合計   

　前期末残高 898,683 903,034

　当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △797 3,546

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,148 △6,573

　　当期変動額合計 4,351 △3,027

　当期末残高 903,034 900,007
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重要な会計方針

 

項目

第23期

自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日

第24期

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

①子会社株式

移動平均法に基づく原価法

②その他有価証券

　時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平

均法により算定）

①子会社株式

　　同左

②その他有価証券

　時価のあるもの

　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

定率法によっております。なお、主

な耐用年数は、器具備品５－15年で

あります。

 

また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。

①　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 ②　無形固定資産

定額法によっております。

自社利用のソフトウエアについて

は社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

３．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左
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会計方針の変更

 

第23期
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

第24期
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

（リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。また、取引開始日が平成20年４月１日以降で通常

の売買取引に係る方法に準じて会計処理すべきリース取

引がないことから、この変更による損益への影響はあり

ません。

 

 

───────

 

注記事項

(貸借対照表関係)

 

第23期
(平成21年３月31日現在)

第24期
(平成22年３月31日現在)

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ

ります。

器具備品 16,594千円

合計 16,594千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ

ります。

器具備品 6,982千円

合計 6,982千円

＊２　関係会社に対する資産及び負債

未収投資顧問料 24,889千円

長期差入保証金 　　26,765千円

未払手数料 21,246千円

＊２　関係会社に対する資産及び負債

未収投資顧問料 17,984千円

長期差入保証金 26,765千円

未払手数料 37,606千円

 

(損益計算書関係)

 

第23期
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

第24期
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

＊１　関係会社との重要な取引高

支払手数料 220,216千円

＊１　関係会社との重要な取引高

支払手数料 199,128千円
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(株主資本等変動計算書関係)

第23期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

第24期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

 

第23期
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

第24期
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

１．リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

１．リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

 
器具備品
(千円)

合計
(千円)

取得価額相当額 2,588 2,588

減価償却累計額
相当額

2,114 2,114

期末残高相当額 474 474

　

 
器具備品
(千円)

合計
(千円)

取得価額相当額 ― ―

減価償却累計額
相当額

― ―

期末残高相当額 ― ―

　
　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 541千円

１年超 －千円

合計 541千円

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 610千円

減価償却費相当額 517千円

支払利息相当額 56千円

　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 560千円

減価償却費相当額 474千円

支払利息相当額 18千円

　④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　減価償却費相当額の算定方法

　　　・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

によっております。

　　　利息相当額の算定方法

　　　・リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

　④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額

法によっております。

　　　利息相当額の算定方法

　　　・リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を利

息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。
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第24期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月

10日）を適用しております。

 

１．金融商品の状況に関する事項

 

(1) 金融商品に対する取組方針

　　　当社は資金運用については短期的な預金等に限定しております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信

用リスクに晒されております。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。

営業債務である未払手数料は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しており

ます。

 

　 ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　　　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　　平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表

には含めておりません（(注２)を参照ください。）。
   （単位：千円）

  貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預金 628,350 628,350 ―

(2) 未収委託者報酬 109,780 109,780 ―

(3) 未収運用受託報酬 2,653 2,653 ―

(4) 未収投資顧問料 20,084 20,084 ―

(5) 投資有価証券
　　　その他投資有価証券

 
100,288

 
100,288

 
―

資産計 861,157 861,157 ―

(1) 未払金 78,937 78,937 ―

負債計 78,937 78,937 ―

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

(5)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は保管受託銀行が算出する基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご

参照下さい。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

  (単位：千円)

区分 貸借対照表上計上額

(1) 子会社株式 90,000

(2) 長期差入保証金 26,819

 

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定

が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。

 

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
  （単位：千円）

  １年以内

預金 628,350

未収委託者報酬 109,780

未収運用受託報酬 2,653

未収投資顧問料 20,084

合計 760,868
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(有価証券関係)

第23期(平成21年３月31日現在)
　　　　　１．その他有価証券で時価のあるもの

 

 

 

 

区分

第23期
(平成21年３月31日現在)

 
 
取得原価
 

（千円）

貸借対照表
日における
貸借対照表
計上額
（千円）

 
 
差額
 

（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

株式

債券

その他

 

 

―

―

101,789

 

 

―

―

110,469

 

 

―

―

8,680

小計 101,789110,469 8,680

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式

債券

その他

 

 

―

―

―

 

 

―

―

―

 

 

―

―

―

小計 ― ― ―

合計 101,789110,469 8,680

 

 

２．時価評価されていない有価証券
 

種類 貸借対照表計上額

子会社株式 60,000千円
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第24期(平成22年３月31日現在)
　　　　　１．その他有価証券

 

 

 

 

区分

第24期
(平成22年３月31日現在)

 
 
取得原価
 

（千円）

貸借対照表
日における
貸借対照表
計上額
（千円）

 
 
差額
 

（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

株式

債券

その他

 

 

―

―

―

 

 

―

―

―

 

 

―

―

―

小計 ― ― ―

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式

債券

その他

 

 

―

―

101,713

 

 

―

―

100,288

 

 

―

―

△1,425

小計 101,713100,288△1,425

合計 101,713100,288△1,425

 

(デリバティブ取引関係)

第23期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

第24期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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(退職給付関係)
 

第23期
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

第24期
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

１．採用している退職給付制度の概要

　　　当社は、平成14年７月に退職一時金制度から確定拠出

年金制度に移行するとともに、平成15年２月より総合

設立型の厚生年金基金に加入しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　　同左

２．退職給付債務に関する事項

　　　確定拠出年金制度への移行により、従来の退職給付引

当金残高は全額取り崩しております。

２．退職給付債務に関する事項

　　同左

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用等(注１) 3,514千円

　退職給付費用計 3,514千円

その他(注２) 2,496千円

合計 6,011千円

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用等(注１) 3,277千円

　退職給付費用計 3,277千円

その他(注２) 2,411千円

合計 5,688千円

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額

3,514千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金支払

額であります。

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額3,277

千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金支払

額であります。

４．厚生年金基金の年金資産の額

　　　当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基

金(関東ITソフトウェア厚生年金基金)に加入してお

ります。同年金基金に関する事項は次の通りでありま

す。なお、関東ITソフトウェア厚生年金基金は平成17

年10月に東京都小型コンピュータソフトウェア産業

厚生年金基金から名称変更しております。

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月

31日現在）

①年金資産 145,958,047千円

②年金財政計算上の給付

債務

 

140,968,069千円

③差引額 4,989,978千円

 

(2）制度全体に占める当社の加入員数割合（平成20年

３月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.02％

(3）補足説明

上記の差引額4,989,978千円は、平成19年度剰余金

5,860,542千円、別途積立金12,896,353千円及び資

産評価調整加算額13,766,918千円であり、本制度に

おける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利

均等償却であります。

 

 

４．厚生年金基金の年金資産の額

　　　当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基

金(関東ITソフトウェア厚生年金基金)に加入しており

ます。同年金基金に関する事項は次の通りであります。

なお、関東ITソフトウェア厚生年金基金は平成17年10

月に東京都小型コンピュータソフトウェア産業厚生年

金基金から名称変更しております。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31

日現在）

①年金資産 127,937,216千円

②年金財政計算上の給付

債務

 

155,636,825千円

③差引額 △27,699,608千円

 

(2) 制度全体に占める当社の加入員数割合（平成21年３

月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.02％

(3) 補足説明

上記の差引額△27,699,608千円は、平成20年度不足

金27,896,154千円、別途積立金19,539,486千円及び

資産評価調整加算額19,342,940千円であり、本制度

における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利

均等償却であります。

 

 

 

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

31/51



(税効果会計関係)

 

第23期
平成21年３月31日現在

第24期
平成22年３月31日現在

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　繰越欠損金 3,848千円

　減価償却費 7

　電話加入権 582

　その他 406

繰延税金資産小計 4,844

　評価性引当額 △4,844

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債  
△3,531　その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計 △3,531

差引繰延税金負債の純額 △3,531

　

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　繰越欠損金 1,702千円

　減価償却費 3

　電話加入権 582

　その他有価証券評価差額金 580

　その他 940

繰延税金資産小計 3,809

　評価性引当額 △3,809

繰延税金資産合計 ―

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と

なった主要な項目別の内訳

当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、
記載を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と

なった主要な項目別の内訳

 (％)

法定実効税率 40.69

(調整)  

評価性引当額の増減 △45.83

交際費等永久に損金にされない項目 5.14

住民税均等割等 8.23

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.23
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(関連当事者情報)

第23期　(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

 

（追加情報）

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　企業会計基準第13号）を適用しております。なお、これによる開示対象範囲の

変更はありません。

 

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親会社
ＳＢＩホールディ
ングス株式会社

東京都
港区

55,214
グループの
統括・運営

(被所有)
直接
100％

サービスの提供
 
役員の兼任

事務所等
の賃貸

－
長期差
入保証
金

26,765

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

 

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社
ＳＢＩファンドマ
ネジメントカンパ
ニーエスエー

ルクセンブル
グ大公国：ル
クセンブルグ

60
ファンドの
管理会社

(所有)
直接
99.9％

管理会社に対する
ファンドに関する
投資助言業務
 
役員の兼任

投資顧問
料の受取

収益
126,116

未収投
資顧問
料

24,889

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

　　　 ３．ＳＢＩファンドカンパニーエスエーは平成20年9月5日に増資を行っております。

 

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親会社
の子会
社

株式会社
ＳＢＩ証券

東京都
港区

47,937

ブローカ
レッジ＆イ
ンベストメ
ントバンキ
ング事業

なし
当社投信商品の販
売

販売代行
手数料の
支払い

費用
220,216

未払
手数料

21,246

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．販売代行手数料の支払料率については、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．ＳＢＩイー・トレード証券株式会社は、平成20年７月１日付で株式会社ＳＢＩ証券に変更となりました。
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２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　ＳＢＩホールディングス株式会社（株式会社東京証券取引所　市場第一部）

 

第24期　(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親会社
ＳＢＩホールディ
ングス株式会社

東京都
港区

55,284
グループの
統括・運営

(被所有)
直接
100％

サービスの提供
 
役員の兼任

事務所等
の賃貸

－
長期差
入保証
金

26,765

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

 

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社
ＳＢＩファンドマ
ネジメントカンパ
ニーエスエー

ルクセンブル
グ大公国：ル
クセンブルグ

90
ファンドの
管理会社

(所有)
直接
99.9％

管理会社に対する
ファンドに関する
投資助言業務
 
役員の兼任

投資顧問
料の受取

収益
81,758

未収投
資顧問
料

17,984

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

　　 ３．ＳＢＩファンドカンパニーエスエーは平成21年６月30日に増資を行っております。

 

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親会社
の子会
社

株式会社
ＳＢＩ証券

東京都
港区

47,937

ブローカ
レッジ＆イ
ンベストメ
ントバンキ
ング事業

なし
当社投信商品の販
売

販売代行
手数料の
支払い

費用
199,128

未払
手数料

37,606

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．販売代行手数料の支払料率については、一般的取引条件と同様に決定しております。

 

 

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　（１）親会社情報

　　ＳＢＩホールディングス株式会社（株式会社東京証券取引所　市場第一部）
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(１株当たり情報)

 

 
第23期

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

第24期
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

１株当たり純資産額 24,673円08銭 24,590円36銭

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失（△）

△21円77銭 96円89銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
第23期

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

第24期
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

当期純利益又は当期純損失（△）
(千円)

△797 3,546

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期
純損失（△）　　　　　　(千円)

△797 3,546

期中平均株式数(株) 36,600 36,600

 

(重要な後発事象)

第23期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

 

第24期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

 

 

　　次へ
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中間財務諸表

 

中間貸借対照表

 

科　　目
注記
番号

第25期中間会計期間末

(平成22年９月30日現在)

金　　　額（千円） 構成比(％)

(資産の部)    

Ⅰ． 流動資産    

預金  590,826  

前払費用  2,451  

未収入金  5,120  

未収委託者報酬  110,564  

未収運用受託報酬  2,506  

未収投資顧問料  17,438  

その他  759  

流動資産合計  729,668 81.5

Ⅱ． 固定資産    

１　有形固定資産 ＊1   

器具備品  1,556  

有形固定資産合計  1,556 0.2

２　無形固定資産    

電話加入権  67  

その他  2,678  

無形固定資産合計  2,745 0.3

３　投資その他の資産    

投資有価証券  60,450  

関係会社株式  120,000  

長期差入保証金  26,819  

長期未収入金  225  

投資損失引当金  △45,653  

投資その他の資産合計  161,841 18.0

固定資産合計  166,143 18.5

資産合計  895,812 100.0
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科　　目
注記
番号

第25期中間会計期間末

(平成22年９月30日現在)

金　　　額(千円) 構成比(％)

(負債の部)    

Ⅰ． 流動負債    

預り金  952  

未払金  81,084  

（未払手数料） ＊３ (67,275)  

未払法人税等  915  

未払消費税等 ＊２ 2,114  

流動負債合計  85,066 9.5

負債合計  85,066 9.5

(純資産の部)    

Ⅰ．株主資本    

１ 資本金  400,200 44.7

２ 利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  451,809

利益剰余金合計  451,809 50.4

株主資本合計  852,009 95.1

Ⅱ. 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  △41,263  

評価・換算差額等合計  △41,263 △4.6

純資産合計  810,746 90.5

負債・純資産合計  895,812 100.0
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中間損益計算書

 

科　　目
注記
番号

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

内　訳（千円） 金　額（千円） 百分比(％)

Ⅰ．営業収益     

委託者報酬  309,816   

運用受託報酬  7,497   

投資顧問料  45,861 363,175 100.0

Ⅱ．営業費用  253,447   

Ⅲ．一般管理費 ＊1 113,429 366,877 101.0

営業損失(△)   △3,701 △1.0

Ⅳ．営業外収益   79 0.0

Ⅴ．営業外費用   3 0.0

経常損失(△)   △3,624 △1.0

Ⅵ．特別損失   45,653 12.6

税引前中間純損失(△)   △49,278 △13.6

法人税、住民税及び事業税   145 0.0

中間純損失(△)   △49,423 △13.6
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中間株主資本等変動計算書

 

 
第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

株主資本  

資本金  

前期末残高 400,200

当中間期変動額  

当中間期変動額合計 ―

当中間期末残高 400,200

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  

前期末残高 501,232

当中間期変動額  

中間純損失(△) △49,423

当中間期変動額合計 △49,423

当中間期末残高 451,809

利益剰余金合計  

前期末残高 501,232

当中間期変動額  

中間純損失(△) △49,423

当中間期変動額合計 △49,423

当中間期末残高 451,809

株主資本合計  

前期末残高 901,432

当中間期変動額  

中間純損失(△) △49,423

当中間期変動額合計 △49,423

当中間期末残高 852,009

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 △1,425

当中間期変動額  

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △39,837

当中間期変動額合計 △39,837

当中間期末残高 △41,263

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △1,425

当中間期変動額  

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △39,837

当中間期変動額合計 △39,837

当中間期末残高 △41,263

純資産合計  

前期末残高 900,007

当中間期変動額  

中間純損失(△) △49,423

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △39,837

当中間期変動額合計 △89,261

当中間期末残高 810,746
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

 

項　　目
第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法によ

り算定）

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。なお、主な耐用年数は、器具備品５

～15年であります。

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

３．引当金の計上基準 投資損失引当金

　投資損失引当金は、子会社への投資に対する損失に備えるた

め、その財政状態等を勘案して必要額を計上しております。

 （追加情報）

当中間会計期間より投資損失引当金を計上しております。

当中間会計期間に発生した投資損失引当金繰入額45,653千円

は「特別損失」に計上しております。

４．その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

 

 

会計方針の変更

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

（資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　当中間会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年

３月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

第25期中間会計期間末
(平成22年９月30日現在)

 

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

　

器具備品  7,279千円

合計  7,279千円

　

 

＊２．消費税及び地方消費税の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

＊３．未払金の内訳科目として未払手数料を表示しております。

 

 

(中間損益計算書関係)

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

 

＊１．減価償却実施額

　

有形固定資産   296千円

無形固定資産   281千円

　

 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

第25期中間会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

 

1.　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 36,600 ― ― 36,600

 

２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

１．リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

　

 
有形固定資産

（工具器具及び備品）
（千円）

合計（千円）

取得価額相当額 1,058 1,058

減価償却累計額相当額 599 599

中間期末残高相当額 458 458

　

 

②　未経過リース料中間期末残高相当額

　

１年以内 217千円

１ 年 超 262千円

合　計 480千円

　

 

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　

支払リース料 114千円

減価償却費相当額 105千円

支払利息相当額 8千円

　

 

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価格相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。
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(金融商品関係)

第25期中間会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

　金融商品の時価等に関する事項

　平成22年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照く

ださい。）。

   （単位：千円)

 
中間貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 預金 590,826 590,826 ―

(2) 未収委託者報酬 110,564 110,564 ―

(3) 未収運用受託報酬 2,506 2,506 ―

(4) 未収投資顧問料 17,438 17,438 ―

(5) 投資有価証券
その他投資有価証券

60,450 60,450 ―

資産計 781,786 781,786 ―

(1) 未払金 81,084 81,084 ―

負債計 81,084 81,084 ―

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収投資顧問料

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 投資有価証券

　これらの時価について、投資信託は保管受託銀行が算出する基準価格によっております。

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。

負債

(1) 未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 (単位：千円)

区分 中間貸借対照表上計上額

(1) 子会社株式 120,000

(2) 長期差入保証金 26,819

 

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とは

しておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時価開示の

対象とはしておりません。
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(有価証券関係)

第25期中間会計期間末（平成22年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

第25期中間会計期間末
(平成22年９月30日現在)

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

   

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

   

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

その他 101,713 60,450 △41,263

小計 101,713 60,450 △41,263

合計 101,713 60,450 △41,263

 

(デリバティブ取引関係)

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(ストックオプション等関係)

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

　当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

（追加情報）

　当中間会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

 

(１株当たり情報)

項　　　目
第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

１株当たり純資産額 22,151円53銭

１株当たり中間純損失 1,350円36銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２．１株当たり純資産の算定上の基礎は次のとおりであります。

項　　　目
第25期中間会計期間末
（平成22年９月30日現在）

中間貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

810,746

普通株式に係る純資産額（千円） 810,746

差額の主な内訳（千円） ―

普通株式の発行済株式数（株） 36,600

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数（株）

36,600

 

３．１株当たり中間純損失の算定上の基礎は次のとおりであります。

項　　　目
第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

中間純損失（千円） 49,423

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式にかかる中間純損失（千円) 49,423

期中平均株式数（株） 36,600
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(重要な後発事象)

第25期中間会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

平成21年６月12日

ＳＢＩアセットマネジメント 株式会社 

取締役会 御中

優成監査法人　  

  指定社員

業務執行社員

公認会計士 加藤　善孝　　　　㊞

  指定社員

業務執行社員

公認会計士 宮崎　　哲　　　　㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成20年４月１日か

ら平成21年３月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ

とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日を

もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社が別途保管しております。
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 独立監査人の中間監査報告書  

   

 

  平成23年３月31日

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 三 響 監 査 法 人

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 山下　章太　　印

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 佐武　伸　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているＳＢＩ　日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ　日本株トリプル・ブル）の平成22年８月17日から

平成23年２月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに

中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のため

の合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＳＢＩ　日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ　日本株トリプル・ブル）の平成23年２月16日現在の信託

財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年８月17日から平成23年２月16日まで）の損益の状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

　ＳＢＩアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

　　次へ
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 独立監査人の中間監査報告書  

   

 

  平成23年３月31日

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 三 響 監 査 法 人

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 山下　章太　　印

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 佐武　伸　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているＳＢＩ　日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ　日本株トリプル・ベア）の平成22年８月17日から

平成23年２月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに

中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のため

の合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＳＢＩ　日本株トリプル・ブルベアオープン（ＳＢＩ　日本株トリプル・ベア）の平成23年２月16日現在の信託

財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年８月17日から平成23年２月16日まで）の損益の状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

　ＳＢＩアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

　　次へ
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独立監査人の監査報告書
 

平成22年６月９日

 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

 

取締役会　御中   

 

 

優　成　監　査　法　人
 

指定社員
 
業務執行社員

 

　公認会計士 加藤　善孝 ㊞

 

指定社員
 
業務執行社員

 

　公認会計士 宮崎　　哲 ㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第24

期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＢ

Ｉアセットマネジメント株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

(注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成22年12月６日

 

ＳＢＩアセットマネジメント 株式会社 

取締役会 御中  
 

優　成　監　査　法　人

 
 

指定社員
公認会計士 加藤　善孝　　㊞

業務執行社員

   

指定社員
公認会計士 宮崎　　哲　　㊞

業務執行社員

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日ま

での第25期事業年度の中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る中間財務諸表、す

なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人

に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした

監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間

財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成22年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。

 

追記情報

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より投資損失引

当金を計上している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。
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